
平成２２年４月１日

｣Ａ広lHjA｣:ﾉﾋ連行動計l111i（第２１１１１）

職員が仕酬:と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境をつくる

ことによって、全ての職戯がその能ﾉ]を-'一分に発揮できるように‐i1-るため、狄のよう

に行動計画を策定する。

１．計画期間平成２２ｲ1三４月］｜|から平成２７年３ノリ３１日までの５年間

２．内容

計画期間１大Ｉに育児休業取得を促進するため次の措置を実施する。

男性職員育児休業の取得促進を図る

女性職員平均取得率（全病院・３カ年）を９５％以｣己とする

１標
対
①

Ｉ

策】

平成２２年４月～育児休業者の休業中における待遇及び復職後の労働条`件

に関するｻﾄﾞ項について周知し、取得Iii]'二を図る゜

男性も育児休業が取得できることを周知する。

'三|標２所定外労働を削減するため、ノー残業デーを実施する｡

【対策】

①平成２２年５月～ノー残堆デーの設定について各11:業所で検討を行う。

取り組みに向けたlIil知を行う。

当年度''１にノー残業デーを全蕊業所で実施する。

②平成２３年５月～設定後の||Ⅱ)週点を洗いＩＩＬ、改善をｲ]:う。

目標３，lz成２４年３月までに、年次有給休暇の取得口数を－人当たり平

均年間８１１以上とする。

【対策】

①平成２２年４｣1～ 当該||標を|）Ｉ示した休暇１１ﾇｲ(卜||,'i1人台|帳を'1肥布し、各人に

目標と休暇取得状況を把握させるとともに、管HMI戯に対

しても周知を行う。


